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水道管からの漏水への対
応について

　水道管の漏水被害にあった場合のための見舞金制度が必
要ではないでしょうか。また、水道漏水箇所の早期発見に努
めてください。湧水や漏水があった場合の調査について依頼
が必要なことを広報等でわかりやすくしてください。

　現在、本市が維持管理を行っております水道管からの漏水により、損害を受けられた
と認められた場合には、その都度、損害の賠償を行っておりますので、見舞金制度とし
て整備する必要はないものと考えております。また、上下水道局では、漏水により二次
被害も含めて甚大な被害が生じる軌道敷や、主要幹線道路に埋設している水道管につ
いては、定期的に漏水調査を行い、その他の水道管については、漏水の通報等に早急
に対応させていただいております。尚、湧水や漏水を発見された場合には、ご連絡いた
だけますように市の広報やホームページを通じて市民の皆様に周知を図ってまいりま
す。

2016/9/23 2016/11/9 上水道保全課

空き家・空き地の活用に
ついて

　空き家を市営住宅に改修したり、空き地を公園や植林ス
ペースとして活用してほしいです。

　現在、市では「空家等対策計画」の策定に向けた取り組みを進めておりますが、空き
家や空き地は私有財産であることから、所有者の財産権の保障が必要となり、市が活
用していくには難しさがあります。しかしながら、空き家や空き地におきましては、防災、
衛生及び景観等、地域住民に悪影響を及ぼす恐れがあるため、所有者の財産権と守る
べき公益のバランスを図りながら、管理不良な空き家や空き地の未然防止や有効利用
に向けた施策の検討を行ってまいります。

2016/10/3 2016/11/4 環境保全課

副市長の給与等について
市長補佐役の副市長の給与等、市長に準ずるべきです。ま
た、副市長の職務内容とは、どのようなものなのでしょうか。

　市長及び副市長等の給与につきましては「市長等の給与に関する条例」で規定してお
り、適宜、特別職報酬等審議会の意見を聴き、改定してきたものです。現在行っている
市長給与の２割の減額措置は、現市長が首長として、率先して身を切る姿勢や覚悟を
示すために自ら行っているものであることから、市長以外の特別職については同様の措
置を講じておりません。また、副市長の職務は、地方自治法の定めにより「市長を補佐
する・政策及び企画をつかさどり職員の担任する事務を監督する・市長の職務を代理す
る」など、本市においては３人の副市長が事務分担し、当該職務について行っておりま
す。

2016/7/1 2016/11/8
職員課
行革推進課

「植え込み」や「花壇」の
整備について

　バス通りに面した「植え込み」や駅前ロータリーの「花壇」
は、雑草やゴミが多く整備できていません。美観を感じられる
ように管理できないものでしょうか。

　バス通りに面した植え込み内の整備作業は、従前から行っているとおり、交通の安全
性等を損なわないよう考慮したうえで除草作業を実施し、作業に併せてゴミ回収も行っ
てまいります。また、今後のゴミ対策としましては、「ポイ捨て禁止」の看板の設置につい
て進めていきたいと考えております。尚、駅前ロータリーの花壇は、植栽時期、中・低木
の種類などを考慮して整備を行う予定にしております。

2016/10/17 2016/11/7
道路河川補修課
公園みどり推進室

車道の舗装改修工事に
ついて

　平成26年度に地中のガス管取替え工事があった際に、道路
の舗装改修の要望を出しましたが、改善されていないように
思います。大型車両が通るたびに大きな揺れを感じます。

　当該地域は、以前から振動の苦情が寄せられていた地域であり、市では平成28年度
までに当該道路の舗装の割れ等の舗装改修を行っております。また、振動について、舗
装改修前後に振動測定を行いましたが、不良箇所の舗装改修後は、振動は軽減されて
いることを確認しております。近隣開発により、ダンプが多数通行することによる振動も
あると思われるため、通行時には徐行するよう担当部署より呼びかけてまいります。

2016/10/27 2016/11/4 道路河川管理課

電柱のスクールゾーン標
示について

　電柱に緑地のステッカーで「文」と標示されたものが設置さ
れていますが、色褪せや破れなども見られ、まちの美化という
観点からはマイナスのように思います。撤去あるいは新設で
きないのでしょうか。

　スクールゾーンを表す電柱に巻かれた「文」のステッカーについては、10数年以上前に
交通安全の啓発のために設置されており、古く破れているものについては、関西電力に
相談し、確認後に撤去しております。現在は、グリーンラインや路面表示、道路標識等
の対策をとっておりますので、「文」のステッカーについては、撤去することも含めて現状
等を確認させていただきます。

2016/11/11 2016/11/14 児童生徒支援室

市長への提言　平成28年11月末日現在


